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広報あさか ２０１３．１．１23

●市市役所 ●産産業文化センター ●保保健センター ●児家庭児童相談室（保健センター２階） ●地各地域包括支援センター
●税関東信越税理士会朝霞支部事務局（幸町１―３―６石川ビル２階） ●宅宅建協会県南支部 ●そそれいゆぷらざ（女性センター）

会場
一覧

各 種 相 談 一 覧
電話番号（０４８）
�４６３―１７３８（直通）
�４６３―２６９７（直通）
�４６３―２６９７（直通）
�４６３―０３５６（直通）

�４６３―２６４８（直通）

�４６３―２６４８（直通）

�４６３―１１１１（代表）

�４６３―２８５１（直通）
�４６５―００２５

�４６３―２０２３（直通）

�４６３―１２６４（直通）
�４６３―２２３１（直通）

�４６３―１９０３（直通）

�４６３―１９０３（直通）

�４６３―１９０３（直通）

�４６３―１９０３（直通）

�４６３―１９０３（直通）

�４６３―２５１８（直通）

�４６８―１７１７

�４６１―４５０７

�４６３―１５９９（直通）

�４６３―１９２１

�４６５―８６１１
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２６３４

－

予約・問い合わせ先
人権庶務課
それいゆぷらざ（女性センター）

それいゆぷらざ（女性センター）

地域づくり支援課

地域づくり支援課

地域づくり支援課

課税課
関東信越税理士会朝霞支部事務局

納税課

保険年金課
家庭児童相談室

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

第２㈬●産�
�
�

�
�
�
産業振興課第４㈬●市

都市計画課
（予約は前月第３月曜日から先着順）

宅建協会県南支部

建築士事務所協会県南支
部
福祉課

長寿はつらつ課

健康づくり課

会場
●市
●そ

●そ

●市

●市

●市

●市
●税

●市

●市
●児

●産

●産

●市

●産

●市

●宅

●市

●市

●地

●保

時 間
午後１時～４時
午前１０時～午後３時
午前９時～午後５時
午前９時～午後５時

午前１０時～正午、
午後１時～３時
午後１時～４時
午前１０時～正午、
午後１時～４時
午前１０時～午後３時
午後１時３０分～４時

午前８時３０分～正午

午後１時～６時
午前９時３０分～午後４時

午前１０時～午後７時

午後１時３０分～４時３０分

午前９時～正午、
午後１時～４時

午後１時～４時

午前１０時～正午、
午後１時～４時
午後１時３０分～４時２０分
（１組５０分）

午後１時～４時

午後２時～４時

午後１時～５時１５分

午前８時３０分～午後５時

午前９時～午後４時

毎週火～日曜日
毎週火・土曜日（専門の相談員）

日 程
毎月第１月曜日
毎週木曜日

毎週水・金曜日

毎月第２・４月曜日

毎週月～金曜日

毎月第３月曜日
毎週水曜日
毎月第１・３日曜日
（１月の第１を除く）
毎週木曜日
毎週月～金曜日
毎週月～金曜日
（休館日を除く）
毎月第１木曜日
（祝日の場合は翌週）

毎週火・金曜日

毎月第３土曜日

毎月第２・４水曜日

毎月第１水曜日
（１月は第２水曜日）
毎月第２木曜日
（祝日の場合は第３木曜日）
毎月第２水曜日
（１月は第３水曜日）
毎週火・金曜日

毎週月～金曜日

毎週月～金曜日

相 談 名
人 権 相 談
女 性 総 合 相 談

Ｄ Ｖ 相 談

法 律 相 談 ●予

行 政 相 談

消 費 生 活 相 談

税 務 相 談 ●予
税務相談（税理士会）●予

休 日 納 税 相 談

年 金 相 談 ●予
家 庭 児 童 相 談
起 業 家 育 成 相 談 ●予
（１週間前までに予約）

金 融 よ ろ ず 相 談 ●予

内 職 相 談

労 働 ・ 社 会 保 険
（年金を含む）相談

就 職 支 援 相 談 ●予

分 譲 マ ン シ ョ ン
管 理 相 談 ●予

不 動 産 無 料 相 談 ●予

住 宅 建 築 相 談 ●予

精 神 保 健 福 祉 相 談
地域包括支援センター
高齢者に関する総合相談
栄 養 相 談 ●予

所得金額の計算方法
給与等の収入金額 ― 給与所得控除
なお、給与等の収入金額が８５万円を超える場合には、所得
金額は２０万円を超えることになります。
総収入金額 ― 必要経費

収入金額 ― 株式などの元本取得に要した負債の利子

｛総収入金額 ― 収入を得るために直接要した金額 ― 特
別控除額（最高５０万円）｝×１／２

所得の内容

給与・賞与、パート収入など

個人年金、原稿料など

株式や出資の配当など

生命保険の満期返戻金など

所得の種類

給与所得

雑所得（公的年金等以外）
配当所得

※上場株式等に係る配当所得の申告不
要制度を選択した場合は除きます。

一時所得

問…問い合わせ

公的年金等の収入金額の合計額が４００万円以下（※１）で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額（※２）
が２０万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要はありません。
■この場合であっても、所得税の還付を受けるための、確定申告書を提出することができます。
■公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が２０万円以下で所得税の確定申告が必要ない場合であって
も、住民税の申告が必要です。住民税に関して詳しいことはお住まいの市区町村にお尋ねください。
※１ 複数から受給されている場合は、その合計額です。
※２ 「公的年金等に係る雑所得以外の所得」で主なものの所得金額の計算方法は、次のとおりです。
★４～５ページに関連記事を掲載しています。

問／朝霞税務署 �４６７―２２１１（代表） ※音声案内が流れますので番号を選択してください。

＊●予…予約が必要です。 ＊すべて祝日を除きます。 ※日程・会場は変更になる場合があります。

公的年金等を受給されている方へ


